
ああななたたのの声声をを政政治治にに正正ししくく反反映映すするるたためめにに
�
選
挙
事
務
従
事
者
に
よ
る
開
票
の
様
子

本
町
で
投
票
で
き
る
人
は
、
昭

和
58
年
11
月
10
日
（
含
む
）
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
で
、
平
成
15
年
７

月
27
日
以
前
か
ら
引
き
続
き
本
町

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て

い
る
人
で
す
。

ま
た
、
平
成
15
年
７
月
28
日
以

降
に
他
の
市
町
村
か
ら
住
所
変
更

さ
れ
た
人
は
、
前
住
所
地
で
投
票

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

前
住
所
地
で
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

投
票
用
紙
は
、
小
選
挙
区
選
挙
、

比
例
代
表
選
挙
、
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
の
３
枚
で
す
。
誤

っ
て
記
入
し
た
場
合
は
、
無
効
と

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
小
選
挙
区
選
挙

投
票
用
紙

桃
色
・
候
補
者
名
を
記
入

▼
比
例
代
表
選
挙

投
票
用
紙

白
色
・
政
党
の
名
称
を
記
入

（
候
補
者
名
を
書
く
と
無
効
と
な
り

ま
す
）

▼
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審

査

オ
レ
ン
ジ
色
・
や
め
さ
せ
た

ほ
う
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
は
そ

の
名
前
の
上
の
欄
に
×
印
を
記
入

（
や
め
さ
せ
な
く
て
も
よ
い
と
思
う

裁
判
官
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
）

投
票
所
は
、
大
字
や
各
地
区
内

の
有
権
者
数
と
地
理
的
な
要
因
な

ど
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、

町
内
14
箇
所
に
設
置
し
ま
す
。
（
裏

面
の
地
図
一
覧
表
の
と
お
り
）

ま
た
、
投
票
入
場
券
を
郵
送
し

て
い
ま
す
の
で
、
投
票
日
当
日
、

あ
る
い
は
不
在
者
投
票
時
に
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
場
券
が
な
く
て
も
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

は
投
票
で
き
ま
す
の
で
、
当
日
係

員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

投
票
日
ま
で
に
投
票
入
場
券
が

お
手
元
に
届
か
な
い
と
き
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
候
補
者
の
経
歴
や
抱
負
な
ど

を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
は
、
新
聞

折
り
込
み
で
配
布
し
ま
す
。
新
聞

を
購
読
さ
れ
て
い
な
い
家
庭
に
は

郵
送
し
ま
す
。
選
挙
公
報
が
11
月

５
日
ま
で
に
届
か
な
い
と
き
は
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
役
場
窓
口
、
日
生
・
六

瀬
住
民
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
会

館
、
図
書
館
、
文
化
体
育
館
、
ゆ

う
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
も
備
え
て
い

ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

投
票
日
当
日
、
仕
事
や
旅
行
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
で
投
票
に
行

く
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
あ
ら

か
じ
め
投
票
を
済
ま
せ
て
お
く
不

在
者
投
票
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

不
在
者
投
票
期
間
は
、
10
月
28
日

（
火
）
か
ら
11
月
８
日
（
土
）
ま
で
、

投
票
時
間
は
、
午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
８
時
ま
で
で
す
。

な
お
、
不
在
者
投
票
に
は
、
入

場
券
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
（
到
着

の
場
合
の
み
）
印
鑑
は
不
要
で
す
。

不
在
者
投
票
所
は
、
役
場
と
日
生

住
民
セ
ン
タ
ー
の
２
箇
所
に
開
設

し
ま
す
。
た
だ
し
、
日
生
住
民
セ

ン
タ
ー
は
11
月
５
日
（
水
）
か
ら

開
設
し
ま
す
。
ま
た
、
最
高
裁
判

所
裁
判
官
国
民
審
査
の
不
在
者
投

票
期
間
は
、
11
月
２
日
（
日
）
か

ら
同
８
日
（
土
）
ま
で
で
す
。

こ
の
投
票
が
で
き
る
人
は
、
身

体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
人
で
、

郵
便
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
い
る
人
で
す
。
「
郵
便
投
票
証
明

書
」
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
に

は
、
投
票
用
紙
等
請
求
書
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
11
月
５
日
ま
で
に

投
票
用
紙
の
請
求
を
し
て
く
だ
さ

い
。都

道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
の

指
定
す
る
病
院
（
老
人
ホ
ー
ム
含

む
）
に
入
院
さ
れ
て
い
る
人
に
つ

い
て
も
不
在
者
投
票
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
病
院
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

身
体
が
不
自
由
な
ど
の
理
由
で

自
分
で
候
補
者
の
氏
名
が
記
入
で

き
な
い
人
に
は
、
投
票
所
、
不
在

者
投
票
所
に
お
い
て
、
係
員
が
代

筆
す
る
「
代
理
投
票
」
制
度
が
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
「
点
字
投
票
」
制
度
も
あ

り
ま
す
の
で
、
係
員
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

開
票
は
、
投
票
日
当
日
、
午
後

９
時
か
ら
社
会
福
祉
会
館
で
行
い
、

開
票
状
況
は
館
内
及
び
本
町
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
発

表
し
ま
す
。
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド

レ
ス
は
、
広
報
紙
上
部
に
記
載
）

解
散
に
よ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
、
本
日
10
月
28
日
に
公
示
さ
れ
、
投
票

日
は
、
11
月
９
日
（
日
）
で
す
。

こ
の
選
挙
は
、
前
回
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
同
様
の
小
選
挙
区
比
例
代
表
並

立
制
に
よ
る
選
挙
で
、
定
数
は
小
選
挙
区
選
出
議
員
３
０
０
人
（
兵
庫
５
区
は
１

人
）
、
比
例
代
表
選
出
議
員
１
８
０
人
（
近
畿
地
方
で
の
比
例
代
表
選
出
議
員
定

数
は
29
人
）
の
合
計
４
８
０
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
選
挙
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
や
あ
な
た
の
意
見
を
国
政
に
反
映
さ

せ
る
た
め
の
議
員
を
選
ぶ
大
切
な
選
挙
で
す
。
各
候
補
者
の
経
歴
や
抱
負
な
ど
を

記
載
し
た
選
挙
公
報
を
よ
く
確
認
し
、
み
ん
な
揃
っ
て
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

問合せ
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
（
総
務
課
内
）

�
７
６
６
・
８
７
０
８

投
票
の
で
き
る
人

投
票
の
方
法

投
票
所
と
入
場
券

選
挙
公
報

不
在
者
投
票

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

病
院
で
の
不
在
者
投
票

代
理
投
票
・
点
字
投
票

開
　
　
票

1  0  
月
2  8  
日
に
公
示
・
1  1  
月
９
日
に
投
票

衆議院議員総選挙衆議院議員総選挙

投 票 所 開 設 期 間 時　間

不 在 者 投 票 所 の 開 設

役場１階会議室

日生住民センター
会議室（日生中央セ
ンタ－ビル２階）

10月28日（火）
～11月８日（土）

（土・日・祝日含む）

11月５日（水）
～８日（土）

（土曜日含む）

午前８時30分

～午後８時

日 生 住 民 セ ン タ ー 案 内 図

◆◆◆期日前投票制度◆◆◆

平 成 1 5 年 1 2 月 １日 から施 行

公職選挙法の一部が改正され、新た

に「期日前投票制度」が創設されまし

た。この制度により、従来の不在者投

票のように、投票用紙を封筒に入れて、

それに署名するといった手続きが不要

となり、投票がしやすくなります。

－期日前投票制度のあらまし－

�対象となる投票

名簿登録地の市町で行う投票

�投票期間

選挙期日の公示日または告示日

の翌日から選挙期日の前日まで

�投票を行うことができる者

現行の不在者投票事由に該当す

ると見込まれる者


